
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

□ 実施します

□ 計画に基づき順次実施します（次年度・時期未定）

□ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

☑ その他（桜の所有団体と協議し対応を検討します）

産業観光部観光振興課

回　　　　　　答

　ご要望の河津桜は、地域の活性化のために植
栽され「河津桜を育てる会」が所有されておりま
す。所有者の「河津桜を育てる会」で剪定、除草
等の管理をされ、管理にあたって雲南市の専門
職である桜守が指導も行っております。引き続
き、桜守による管理指導と害虫駆除の技術指導
などの支援を行って参ります。
　伐採は、河川における伐採後の埋め戻しの対
応など、島根県雲南県土整備事務所の指導、助
言をいただき、所有者である「河津桜を育てる会」
と協議を行って参ります。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

07011１01 養賀上組自治会

川津桜の伐採

　令和４年６月2日に産業観光部観光振興課へ
現地確認と伐採を依頼した。現地確認は行わ
れたが、その後、何の進展もなく放置されてい
る。開花時期のみ集客があったと、喜んでいる
のは、植樹した方だけです。住民は迷惑してま
す。
　定期的に害虫駆除（散布）、剪定、除草等の
確実な管理されている状況でない。管理されな
いので伐採してください。虫が来ることから、外
で洗濯が干せない。草刈りの際に、虫刺されに
あう等、実害があります。早急に伐採をお願い
したい。


